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水道局企業職給料表(2)２級昇格選考基準の見直しについて 

 

 

当局では、2014（平成 26）年度（2015（平成 27）年４月１日付昇格）から「水道局企業職給

料表(2)２級昇格選考実施要綱」を定め、選考基準に達している技能職員に対して２級昇格選考

を実施しています。 

当該選考基準では水道局企業職給料表(2)１級に在級している職員で、選考日の直近３年間

の人事考課点及び勤続年数点、資格点の合計が 100点に達している職員を選考の対象者として

います。 

このうち、勤続年数点においては、１級職員すべてが勤続 20年以上となり加算点とする必要

性がないことや、事務・技術職員の昇格選考との均衡を図る観点から、次のとおり選考基準の

見直しを図ってまいりたいと考えていますので、ご協議いただきますようよろしくお願いしま

す。 

 

記 

 

１ 主な変更点 

   選考基準について、人事考課の絶対評価点、資格点の合計が、水道局企業職給料表(2)１

級の絶対評価点の平均点以上の職員を選考対象者とする。 

・人事考課点については、昇格選考日の前年度人事考課の絶対評価点とする。 

・勤続年数点については、廃止する。 

・資格点については、昇格に必要となる資格を追加する。 

 

【参考：別紙のとおり】１「昇格選考基準の新旧対照表」 

２「選考基準対象者の比較」 

３「資格点の新旧対照表」 

 

 

２ 実施時期 

   2024(令和６)年９月１日 

 

  



 

 

【参考１】昇格選考基準の新旧対照表 

 

 

 

【参考２】選考基準対象者の比較 

 

 

 

 



 

 

【参考３】資格点の新旧対照表 

 

 

 

 


